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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 ウインドサーファー負傷 

発生日時 平成２４年４月２日（月） １１時５０分ごろ 

発生場所 愛知県蒲郡市海陽ヨットハーバー南方沖 

蒲郡市所在の三河港海陽ヨットハーバー西防波堤灯台から真方位 

１７０°３００ｍ付近 

（概位 北緯３４°４８.１′ 東経１３７°１６.０′） 

事故調査の経過 平成２４年４月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート ＹＯＫＯ
ヨ ー コ

．Ｈ
エイチ

、５トン未満 

 ２４０－４０２５５愛知、個人所有 

 ６.５６ｍ（Lr）×２.３７ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１１０.３０kＷ、平成７年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成７年７月２７日 

免許証交付日 平成２２年６月９日 

         （平成２７年７月２６日まで有効） 

ウインドサーファー 男性 ６９歳 

 死傷者等 重傷 １人（ウインドサーファー） 

 損傷 本船 左舷船尾部に擦過傷 

セールボード リグ部のブームに擦過傷、セール中央部付近に破損、

マストが折損 

事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、約２４km/h の速力（対地速力、

以下同じ。）で海陽ヨットハーバー南方沖を東進中、船長が、前方に

他船を１隻も認めておらず、右舷前方約７０ｍで北進中のウインドサ

ーファーに気付き、衝突を避けようとして右舵を取ったが、平成２４

年４月２日１１時５０分ごろ、三河港海陽ヨットハーバー西防波堤灯

台から真方位１７０°３００ｍ付近において、左舷船尾がウインドサ

ーファーに接触した。 

ウインドサーファーは、セールボードに乗り、海陽ヨットハーバー

南方沖を遊走したのち、蒲郡市三谷町の砂浜に向かって約４km/h の
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速力で北進中、左舷前方に東進中の本船を認めたが、接近すれば、本

船が気付いて避けてくれるものと思い、進路及び速力を保持して遊走

していたところ、本船がセールボードに向かって接近することを認め

たものの、風が弱かったので、衝突回避動作をとることができずに本

船と接触した。 

船長は、ウインドサーファーを救助して海陽ヨットハーバーに着

け、救急車に引き渡した。 

ウインドサーファーは、救急車からドクターヘリに引き継がれて病

院に搬送され、右上腕骨遠位端開放骨折、右尺骨神経損傷、左中環指

基節骨開放骨折及び伸筋腱
けん

断裂で約６週間の安静加療を要する見込み

と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 船長は、イルカウォッチングの目的で出航していた。 

長さ２.４ｍのセールボードは、高さ約４.５ｍのマストが設置さ

れ、セールが張られていた。 

ウインドサーファーは、黒のセミドライスーツを着ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、海陽ヨットハーバー南方沖を東進中、船長が、前方に他船

を認めず、見張りを適切に行っていなかったことから、衝突直前に右

舷前方のウインドサーファーに気付き、右舵を取ったが、ウインドサ

ーファーに接触し、ウインドサーファーが負傷したものと考えられ

る。 

ウインドサーファーは、セールボードに乗って海陽ヨットハーバー

南方沖を北進中、本船を認めたが、接近すれば、本船が気付いて避け

てくれるものと思い、進路及び速力を保持して遊走していたことか

ら、本船と接近し、風が弱かったので、衝突回避行動をとることがで

きずに本船と接触し、負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、海陽ヨットハーバー南方沖において、本船が東進中、ウ

インドサーファーがセールボードに乗って北進中、船長が見張りを適

切に行わず、また、ウインドサーファーが進路及び速力を保持して遊

走していたため、本船とウインドサーファーが接触したことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・余裕のある時期に衝突の虞の判断ができ、衝突回避の動作をとる

ことができるよう、見張りを適切に行うこと。  


